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子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である株式会社ビジネス・ワンファシリティーズは、下記のとおり訴訟の提起を受けました

ので、お知らせいたします。 

なお、当社は本件訴訟における当事者とはなっておりません。 

 

記 
 

1. 訴訟が提起された年月日および裁判所 

（1） 訴訟が提起された年月日 ： 平成 22 年６月 11 日 

（同社への訴状到達日） ： 平成 22 年７月 ２日 

（2） 訴訟が提起された裁判所 ： 福岡地方裁判所 

 

2. 訴訟を受けた子会社の概要 

（1） 商  号 ： 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ 

（2） 所 在 地 ： 福岡市中央区薬院３丁目 16 番 27 号 

（3） 代 表 者 ： 代表取締役 西田 修司 

（4） 事業内容 ： マンション管理事業 

（5） 資 本 金 ： 30,000,000 円 

 

3. 訴訟を提起した者 

（1） 商  号 ： リアリティマネージメント株式会社 

（2） 所 在 地 ： 福岡市中央区大名１丁目 14 番 45 号 

（3） 代 表 者 ： 代表取締役 早川 和利 

 

4. 訴訟の内容及び訴訟の目的の価額 

（1） 訴訟の内容 

マンション管理事業を営む当社の子会社である株式会社ビジネス・ワンファシリティーズおよびその従業

員２名（既退職者１名を含む）は、同じくマンション管理事業を営むリアリティマネージメント株式会社（旧 イ

ンベストサービス株式会社）より、従業員の移籍を伴う顧客情報の漏洩によるマンション管理委託契約の変

更があったとして、損害賠償等の支払いを求め、福岡地方裁判所へ提起したものであります。 

 

（2） 訴訟の目的の価額  168,978,600 円 

 

5. 今後の見通し 

当社は、原告が主張する内容が、全く理由のないものと判断しており、原告主張の請求金額を支払う義

務がないことを確信し、本件訴訟においてその正当性を主張するとともに、早期解決を目指していく方針で

あります。 

なお、本件による当社業績への影響はないと認識しておりますが、万が一、影響が発生する場合には、

速やかにお知らせいたします。 

以 上 


